
（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象

　　　企画管理部　行政経営課

指 摘

措 置 状 況

　超過勤務手当の支給において、次の誤りが見受けられたので、改善を図られた
い。
①週休日の勤務について、勤務時間の割振り変更を誤ったことにより、過小支給
となっていた。
②勤務時間の割振り変更に伴い、勤務を要する日となったにもかかわらず、週休
日の支給区分としたことで、過大支給となっていた。

　ご指摘の超過勤務手当の支給誤りについては、監査終了後速やかに修正し、令
和４年１月支給の給与で調整を行った。今後は、給与規則等に基づき、誤りがな
いように適正な事務を行ってまいりたい。












